
古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
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災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info
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地域で
がんばる
商店街

歯と口の健康週間

歯科医師会主催の

イベント

　区内在住の方を対象に、歯の

健診や相談、口の清掃方法のア

ドバイスなどを行います。当日

直接、会場へおいでください。

新宿区歯科医師会主催

問合せ／（3200）5064

【日時】5月25日・26日午前

10時～午後7時（受け付けは午

後6時30分まで）

【会場】京王百貨店新宿店7階特

設会場（西新宿1―1―4）

四谷牛込歯科医師会主催

問合せ／（3356）6367

【日時】6月8日午後1時～4時

【会場】神楽坂善国寺（毘沙門天）

境内特設会場（神楽坂5―36）

歯と口の健康は年齢とともに変化します
　豊かな食生活には、歯の健康と口の働きの維持が欠かせません。口の中の状態は、年齢

とともに変化していきます。世代別に注意することを紹介します。

【
募
集
戸
数
】

7戸

【
申
込
資
格
】区
内
在
住
で
義
務
教
育

修
了
前
の
お
子
さ
ん
が
い
て
、
世
帯

の
収
入
が
所
得
基
準
内
（

左
表
）
の

方
。詳
し
く
は
、募
集
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
募
集
案
内
の
配
布
】

6月

3日

～

11日

に
住
宅
課
、
区
政
情
報
セ
ン

タ
ー
（
本
庁
舎

1階
）、
区
役
所
第

1

分
庁
舎

1階
受
付
、特
別
出
張
所
、区

立
中
央
・
四
谷
・
鶴
巻
図
書
館
で
配
布

（
施
設
の
休
館
日
を
除
く
）。

6月

3

日

か
ら
は
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
申
込
み
】募
集
案
内
に
折
り
込
み
の

申
込
書
に
記
入
し
、
住
宅
課
へ
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

6月

3日

～

12

日

の
消
印
が
あ
り
、

13日

ま
で

に
到
着
し
た
も
の
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
問
合
せ
】
住
宅
課
区
立
住
宅
管
理
係

（
本
庁
舎

7階
）（

5
2
7
3）

3
7

8
7・

（

3
2
0
4）

2
3
8
6へ

。

※所得金額は所得税法上

の所得金額をいい、給与

所得控除後または必要経

費控除後の前年中の所得

金額です。計算方法は「募

集案内」をご覧ください。

※家族数には申込者本人

を含みます。家族数が6人

以上の場合は、1人に付き

38万円を加算してくだ

さい。

家族数 年間所得金額

2人
227万6,000円

～622万4,000円

3人
265万6,000円

～660万4,000円

4人
303万6,000円

～698万4,000円

5人
341万6,000円

～736万4,000円

区
民

住
宅

入
居

者
募

集
募募募募募
集集集集集

案案案案案
内内内内内

ののののの
配配配配配

布布布布布
ははははは

66666月月月月月

33333日日日日日
～～～～～

1111111111日日日日日

　歯の健康は口の中や全身の健康にも大きく関わることか

ら、毎年6月4日～10日に行われている「歯の衛生週間」は、今

年から、「歯と口の健康週間」に名称が変わりました。

　区では、区民の皆さんが生涯にわたって歯と口の健康づく

りに取り組めるよう、「歯科健康診査」の対象年齢を25年度か

ら拡大し、区内在住の20歳以上の方全員が受診できるよう

にしました。定期的に健診を受けたり医療機関を受診したり

して、口の中の健康状態を確認しましょう。

【問合せ】健康推進課健康事業係（第2分庁舎分館1階）（5273）

3047・（5273）3930へ。

20代～30代

歯がきれい

こぼれる笑顔が

素敵だね

40代～60代

歯周病

気付かぬうちに

進んでる

70代以降

しっかりと

よく噛
か

む口で

生き生きと

保健センターで実施

【問合せ】保健センター

※所在地・電話番号は
6面に掲載

区内の指定歯科医
療機関で実施
【問合せ】健康推進課
健康事業係

妊産婦 産婦歯科相談 妊（産）婦歯科健康診査

乳幼児

歯科相談

はじめて（1歳児）

にこにこ（2歳児）

もぐもぐごっくん

歯科健診

1歳6か月児 3歳児

歯と口の健康チェッ

ク（歯科健診）とフッ

化物塗布

（3歳児～6歳児）

成人 歯周病予防相談 歯科健康診査（左記）

どなた

でも

専門歯科相談

入れ歯 ドライマウス

歯並び かみ合わせ

要介護者やウイルス

性疾患の方等に歯科

医療機関を紹介

所得基準表

　20歳以降は、歯を失う原

因でもある「歯周病」にかか

りやすくなります。歯周病

は、歯肉が下がるなど見た

目にも影響します。正しい

歯磨きの方法を身に付けて

歯を適切に管理するととも

に、定期的に歯科健康診査

（左記）を受けましょう。

　40歳を過ぎると、歯周病

が一気に悪化します。歯周

病は、自分では気付かない

うちに進行する怖い病気で

す。歯磨きなどの日ごろの

自己管理とともに、歯科健

康診査（左記）等を利用した

専門的なケアで、効果的に

予防しましょう。

　口には「食べる」「話す」「表

情をつくる」といった働き

があり、年齢とともに、口の

働きは衰えていきます。「よ

く噛める口」は、生き生きと

した表情をつくる秘けつで

す。高齢の方は、歯だけでな

く、口の中の変化も意識す

ることが大切です。

区区のの歯歯科科事事業業ををごご利利用用くくだだささいい

　区内在住の方を対象に、年齢別に相談や健診を

実施しています。生涯を通じた歯と口の健康づく

りにご活用ください。

新宿区消費者団体連絡会に

消費者庁からベスト消費者サポーター章

　
消
費
者
庁
は
、
消
費
者
の

利
益
の
擁
護
・
増
進
の
た
め

に
活
躍
し
て
い
る
個
人
・
団

体
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

新
宿
区
消
費
者
団
体
連
絡

会
が

25年
度
の
ベ
ス
ト
消
費

者
サ
ポ
ー
タ
ー
章
を
受
章
し
、

5月

10日
、
新
宿
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
分
館
で
表
彰
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

昭
和

57年
に
発
足
し
た
新

宿
区
消
費
者
団
体
連
絡
会
は
、

消
費
者
問
題
や
環
境
問
題
、食

育
等
の
幅
広
い
分
野
で
活
動

す
る
消
費
者
グ
ル
ー
プ
で
構

成
さ
れ
、
現
在
、

13の
グ
ル
ー

プ
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、有
機
農
産
物
の
長

年
に
わ
た
る

P
R活

動
、
消
費

者
大
学
講
座
の
企
画
・
開
催
、

食
品
の
放
射
能
測
定
活
動
な

ど
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
暮
ら

し
の

安
全
・
安

心
を

推
進
し
、

消
費
者

支
援
活
動
に

貢
献
し

た
と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

【
問
合
せ
】
新

宿
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3
9
2
5へ

。

消費生活に関する知識を普及啓発する

消費者大学講座

表彰式で

健健康康はは 食食かからら 歯歯かからら 元元気気かからら
　　　　　　　　　　　　　【平成25年度「歯と口の健康週間」標語】

歯歯とと口口のの健健康康づづくくりりにに
取取りり組組みみまませせんんかか

歯歯科科健健康康診診査査
20歳以上の方はどなたでも受診できます

　より多くの方が受診できるよう、25年度から実施体制を変更しま

した。むし歯や歯周病は、自分では気付きにくい病気です。この機会に

歯科健康診査を受け、「かかりつけの歯科医院」との出会いにつなげ

ましょう。

　対象年齢を20歳以上の方に拡大

　これまでは30歳～70歳の間の、特定の年齢の方に限定していまし

たが、区内在住の20歳以上の方であれば、どなたでも受診できるよう

にしました。若いうちから定期的に健診を受けることで、歯や歯肉の

健康状態をチェックし、歯の病気を事前に予防できます。

　受診期間は6月～12月

　これまで7月から実施していましたが、6月から受診できるよう実

施期間を1か月長くしました。終了時期（12月末）は変わりません。

25年度の歯科健康診査

【期間】6月1日～12月31日

※休診日を除く診療時間中

【会場】区内の指定歯科医療機関

※寝たきりなどで通院できない方には、歯科医師がご自宅を訪問

します。

【対象】区内在住で20歳以上の方

※26年3月31日までに20歳になる方を含む

【健診内容】問診、口腔内（歯と歯ぐきの状態）の

診査、総合判定。必要な方には歯科相談と指導

【費用】400円

※70歳以上の方、生活保護を受けている世帯の方、25年度の住民

税が非課税の世帯の方（受診前に非課税であることを確認するた

めの同意書の提出が必要）は無料

【受診方法】区が発行する「健診票」をお持ちになり、区内の指定歯科

医療機関で受診してください。指定歯科医療機関の一覧は、健診票

と一緒にお送りします。

30歳・40歳・50歳・60歳・70歳・75歳・80歳の方には、5月30日

に健診票を発送します（年齢は26年3月31日現在）。

その他の年齢の方や、上記の年齢で健診票がお手元にない方は、

健康推進課健康事業係（5273）3047で健診票送付の申し込みを

受け付けます。
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